
船舶事故調査報告書 

平成２９年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年４月８日 ００時５５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市伯方
は か た

島南方沖（船折瀬戸） 

 舟折岩
ふなおれいわ

灯標から真方位２０６°１８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.７′ 東経１３３°０５.４′） 

事故の概要  石材砂利運搬船高洲川
た か すが わ

丸は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年５月１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

石材砂利運搬船 高洲川丸、６２９トン 

 １３４１７２、日伸海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

航海士、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約５００ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期、潮流 南西流約７ノ

ット（kn） 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士ほか３人が乗り組み、霧で視界が制限され

た状況下、船折瀬戸に向けて今治市鵜
う

島東方沖を約８kn の対地速力

で、手動操舵により北西進していた。 

 船橋当直についていた航海士は、ジャイロコンパスの警報音が鳴

り、連動していたレーダー画面が正常に表示されていないことを知っ

たものの、航行を続けた。 

 本船は、船折瀬戸に入って南西進中、航海士が、他船を発見するこ

とが困難な状況で同瀬戸の航行を続けることができないと思い、引き

返そうとして反転したところ、強潮流に圧流されて伯方島南方沖の浅

瀬に乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首約４.０ｍ、船尾約５.５ｍであった。 

 航海士は、船折瀬戸の手前でジャイロコンパスの警報音が鳴ってい

たので、同瀬戸に入る前に錨泊していれば良かったと本事故後に思っ

た。 

分析  本船は、霧で視界が制限された状況下、船折瀬戸に向けて北西進

中、航海士が、レーダー画面が正常に表示されていないことを知った

ものの、同瀬戸に入って航行を続けたことから、引き返そうとして反

転した際、約７kn の潮流に圧流され、伯方島南方沖の浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 



 

原因  本事故は、夜間、霧で視界が制限された状況下、本船が船折瀬戸に

向けて北西進中、航海士が、レーダー画面が正常に表示されていない

ことを知ったものの、同瀬戸に入って航行を続けたため、引き返そう

として反転した際、約７kn の潮流に圧流され、伯方島南方沖の浅瀬に

乗り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界が制限された状況下で狭い水道等を航行しようとする船舶

は、航海計器等の異常を認めた場合、狭い水道等に入る前に錨泊

して視界の回復を待つこと。 


